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日本生協連は、現在検討が進められている「消費者行政一元化、消費者庁の創設」

を歓迎し、期待しております。今後、「消費者行政推進基本計画」の具体化が進む

ことになりますが、消費者庁のみならず各省庁や地方自治体も含め、行政全体とし

て「消費者・生活者を主役とした行政」への転換が図られることが重要です。今後

の具体化にあたっては、消費者行政の充実に向けて実効性が確保される視点から検

討が進められることを希望します。 
日本生協連は、これまで食品安全行政・消費者行政について、法・制度改正や施

策実施に関して都度、消費者の立場から発言を継続してきました。このような経過

から、「消費者行政推進基本計画」の具体化に向けて意見をまとめたものです。 
基本計画の具体化にあたっては、消費者庁が消費者行政の司令塔として各省庁に

対してリーダーシップを発揮することを前提としつつ、①食品安全行政については

リスク評価機関とリスク管理機関が異なる省庁にあることが必要であり、リスク分

析の仕組みがさらに充実されること、②地方消費者行政の抜本的強化が図られるこ

と、③各省庁における消費者行政の充実強化が図られることがポイントと考えます。 
 
 
１．食品安全行政について 
 食品をめぐる消費者の不安は依然として強く、「安全・安心」の確保のために、

食品安全行政の機能強化が必要です。食品安全基本法で導入されたリスク分析の考

え方に基づくリスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーションそれぞれの機能

を一層強化していくことが大切です。 
 
（１）リスク分析の考え方について 
 2003 年に制定された食品安全基本法では、食品の安全性確保と国民の安心度を

高めるために有効な方法として、食品安全行政の基本としてリスク分析の考え方が

取り入れられました。 

リスク分析は、コーデックス委員会（FAO／WHO 合同食品規格計画）が確立した

食品の安全を確保するための手法で、①食品のリスクを科学的に評価する「リスク

評価」、②リスク削減のための行政の施策を決め執行する「リスク管理」、③リスク

評価とリスク管理の内容について、行政や消費者・事業者などの関係者間で情報や

意見を双方向でやり取りする「リスクコミュニケーション」の三つの機能で構成さ

れています。リスク分析は、食品安全行政に関する考え方として国際的な基準とな

っています。 
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日本では、食品安全委員会が「リスク評価」を、厚生労働省・農林水産省・環境

省等が「リスク管理」を担当し、すべての省庁で「リスクコミュニケーション」を

行うこととなっています。 

 

（２）2003 年食品安全行政改革後の改善点について 

この間の食品安全行政では、リスク分析にもとづく施策が進み、「リスク評価」

と「リスク管理」の機能の切り分けが行われ、また、十分とはいえませんが情報提

供・意見交換の機会が飛躍的に増大して、施策の透明性・公開性は大きく前進しま

した。 

しかし、農林水産省や厚生労働省に比べて食品安全委員会の体制（人材面、情報

面、独自の研究機関の保有等の機能面）が脆弱である、科学的な評価や管理の内容

を消費者に広くわかりやすく伝えるリスクコミュニケーションが不十分である等

課題は多く、引き続き、食品安全行政を一層強化することが大切です。 

 

（３）食品安全委員会のあり方・課題について 

リスク評価機能とリスク管理機能が異なる省庁にあることが、食品安全行政の透

明性を高め、リスクコミュニケーションを促進する上で不可欠です。したがって、

日常的にはこの機能の切り分けは今後とも維持されるべきものと考えます。消費者

庁はたとえば緊急時においては自ら対応を行うなど、リスク管理機関としての性格

も有していることから、科学的・中立的にリスク評価を行う食品安全委員会は消費

者庁からも独立していることが大切と考えます。今回、食品安全委員会の独立性を

維持する政府方針が示されたことを歓迎します。 
今後、食品安全委員会は、独自の研究機能を持つこと、事務局における独自人材

の確保等を通じて、リスク管理機関からの独立性を一層高めていくことが必要です。

リスク評価は引き続き科学的・中立的に行う必要がありますが、そのプロセスや結

果については消費者にわかりやすく伝えるよう、リスクコミュニケーションの改善

をはかる必要もあります。 
 
（４）消費者庁の役割・課題について 
 食品安全行政における消費者庁の役割については、食品安全に関する各省庁（食

品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等）と連携をとりながら、リスク分析の強

化をはかるとともに、所管省庁が明らかでない課題や、今までに発生したことのな

い新しい課題、緊急対応の必要な課題について情報を収集し、勧告等を通じて各省

庁に課題に対応させることなどが重要です。緊急対応時などにおいては消費者庁自

身が直接法執行などのリスク管理機能を発揮できるようにしておく必要がありま

す。 
また、食品安全に関する省庁は、研究所や技術者などの専門性や蓄積された知見

を有しており、こうした科学的専門性を活用していくことが引き続き重要です。 
消費者庁に特に期待される役割としては、食品の安全に関する情報収集（データ

ベースの構築も含む）や解析、地方自治体における食品安全行政の充実強化に向け

たリーダーシップの発揮なども重要になります。 
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（５）食品安全行政強化のポイント 
 今後の食品安全行政を強化していく上では、リスク評価は引き続き科学的・中立

的に行いつつ、そのプロセスや結果については消費者にわかりやすく伝えること、

リスク評価に基づくリスク管理は消費者の視点に立って大いに推進することなど

がポイントと考えます。 
 
 
２．地方消費者行政の充実強化について 
 「消費者行政一元化」の実効性を確保するためには、地方消費者行政の抜本的強

化が不可欠です。地方自治体の消費者行政部門を自治体における消費者行政の司令

塔機能として整備すること、消費生活センターを強化すること、そのために国は自

治体支援を進めることが必要です。 
 
（１）地方自治体における消費者行政の司令塔機能の整備 
各自治体の消費者行政部門が、商工・農政・衛生・建設・土木などの分野に対し、

消費者･生活者重視の視点を確立するよう勧告権をもつなど、消費者行政に司令塔

機能を持たせることが重要です。具体的には、消費者行政部門の人員・財政面の拡

充のほか、自治体内の関係部署の連携強化、行政処分の執行体制の強化、相談情報

を一元的に集約した仕組みづくりなどが求められます。 
 
（２）消費生活センターの強化 
「消費者行政推進会議取りまとめ」で述べられているように、地方の消費生活セ

ンターを「相談受付から助言・あっせん、紛争解決まで一貫して対応する一元的な

消費者相談窓口」と位置づけることには賛成です。各センターがその任務を果たせ

るようになるには、相談員の待遇改善など人員・財政面の抜本的な強化が不可欠で

す。 
 
（３）地方消費者行政充実強化のための国の支援 
消費生活センターや自治体の消費者行政部門の充実強化をはかる上では、国とし

ての法制度整備や財政支援・人材育成支援が不可欠です。 
引き続き、地方消費者行政の充実に向けた支援策についての検討が行われること

を期待します。 
 
 
３．各省庁における消費者行政の充実強化について 
消費者庁が消費者行政の司令塔として、取引・安全・表示などの問題を幅広く担

えるよう、法律を移管し執行権限も付与することに賛成します。同時に、実効性を

高めるために、消費者庁のみならず各省庁や地方自治体も含め、行政全体として消

費者・生活者を主役とした行政へ転換されることが重要であると考えます。 

 

（１）各省庁における消費者政策専任セクションの設置 

消費者庁の創設とともに、各省庁が消費者･生活者視点をもった行政施策を実施
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できるよう転換を図ることが必要です。消費者政策専任セクションが存在していな

い省庁では、産業育成の観点が強く、消費者視点の反映という面が比較的弱い状況

にあります。各産業分野における諸施策の企画・実施に消費者の視点を反映させる

上では、所管行政庁が有する事前規制権限（事業開始認可・届出、約款認可・届出

等）やそれを背景とした事業者の監督・指導機能の活用が重要であり、各省庁にお

ける消費者行政は、こうした権限・機能を活かしながら進めていくことが大切です。 
農林水産省における消費・安全局や、経済産業省における消費経済部のような消

費者政策専任セクションは、引き続き強化する必要があります。同時に、他省庁に

おいてもこうした消費者政策専任セクションを設け、消費者の立場からの政策立案

を行うこと、省内の産業所管部局と適切に連携すること等を通じて、同セクション

が省内における消費者行政の司令塔機能を果たせるようにすることが必要です。こ

れにより、産業所管部局も、消費者政策専任セクションとの連携を取りながら、消

費者の視点を重視して許認可権限の行使や事業者指導等の執行を行うようになる

ことが期待されます。 
 
 
以上のような仕組みをつくることにより、消費者庁・各省庁・地方自治体トータ

ルで、行政全体として消費者行政の充実強化が図られることが期待されます。消費

者庁・各省庁・地方自治体の任務分担や執行体制のあり方については、施策が円滑

に図られるか、実効性が確保されるかという観点から具体化を図る必要があると考

えます。 
 

以上 
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